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令和８年度 定期健康診断 (施設健診・千葉地域)及び 

情報機器作業検診業務委託について 

 

 

 

 

 

千葉労働局 総務部総務課 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和８年度 定期健康診断業務(施設健診・千葉地域)及び 

情報機器作業検診業務委託 仕様書  

 

 

１ 受託者の資格 

（１） 健康診断の受託者は労働安全衛生法に基づく定期健康診断可能な者に限る。 

（２） 「情報セキュリティマネジメントシステム（国際標準規格ISO/IEC27001 又は 日

本工業規格 JISQ27001）の認証」又は「プライバシーマーク（JISQ15001）」のう

ち、いずれかを取得していること。 

（３） 過去に同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 

 

２ 情報セキュリティの確保 

  受託者は健康診断の実施に当たり、以下に定める個人情報の管理を厳重に行わ

なければならない。 

（１）  契約の性質又は目的に照らして、国外で作業を行うことが真にやむを得ないと

認められる場合を除き、作業場所及びデータの保管場所が国内に限定されるこ

と。 

（２）  千葉労働局が提供するデータ等の保護・管理に必要な内部手続きを作成する

など、情報セキュリティ管理体制や貸与物の管理方法について明確にすること。 

（３）  業務で知り得た情報の秘密は、契約期間中はもとより、その契約終了以降も

保持すること。 

（４）  当該業務で知り得た情報は、契約の目的のためにのみ限定して使用すること。 

（５）  千葉労働局の許可なく、提供するデータ・資料の複写、複製を行なわないこと。 

（６）  データ漏洩等の事故が発生した場合には、書面にて直ちに発生状況を報告す

ること。 

（７）  管理上必要な場合には、千葉労働局が立入り検査を行なうものとすること。 

（８）  個人情報保護・管理の重要性を鑑み、受託者は当該事業場職員に対し、厚生

労働省が設置する「契約に関する通報窓口」の趣旨及び連絡方法・連絡先につ

いて説明・周知を行うこと(別紙1及び別添リーフレット参照)。また、上記「契約に

関する通報窓口」の説明・周知を実施した旨、受託者は発注者である千葉労働

局 総務部総務課の契約担当者に書面にて報告すること(別紙2参照)。 

 

 



 

 

３ 実施期間及び実施場所 

（１）  実施期間・・・契約締結日～令和9年1月の指定する日時 

※可能な限り、令和8年12月までに実施できるよう日程調整を行うこと。 

（２）  実施場所・・・「受託者施設」 

（３）  受託者施設・・・当該施設が千葉市内に所在するいずれかの鉄道駅から徒

歩20分程度以内又は無料の巡回バスを有しており、バスで20分程度以内で

あること。 

 

４ 対象者 

（１）  千葉労働局職員及び非常勤職員 

（２）  管内各労働基準監督署及び各公共職業安定所の職員及び非常勤職員 

（３）  後述する情報機器作業検診のみ、上記（２）に加え、管外各労働基準監督署及

び各公共職業安定所の職員及び非常勤職員のうち、希望者も含めて対象者とす

る。対象となる管外労働基準監督署等については、「送付先一覧②-情報機器作

業検診」を参照すること。 

 

５ 健診項目について 

（１）  一般定期健康診断（一般健診） 

【内 容】 

①   既往歴及び業務歴の調査 

（治療歴、服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査も含む） 

②   身長・体重・腹囲・視力及び聴力の検査並びに肥満度の測定 

③   自覚症状・他覚症状の有無の検査及び診察 

④   胸部エックス線検査 

⑤   血圧（収縮期/拡張期）の測定 

⑥   血糖検査（HbA1c及び空腹時血糖） 

⑦   尿中の蛋白及び糖の有無の検査 

⑧  心電図検査、中性脂肪検査、HDLコレステロール検査、LDLコレステロール

検査、貧血検査（ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数） 

⑨   肝機能検査（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT（γ-GTP）） 

（２）胃がん検診 

【内容】 エックス線間接又は直接撮影  

（３）大腸がん検診 



 

 

【内容】 便潜血反応検査（2回法）  

（４）  肺がん検診 

    【内容】 喀痰細胞診  

（５）  風しん抗体検査 

【内容】採血による風しん抗体検査 

原則として、ＨＩ法によることとするが、ＥＩＡ法も可とする。 

（６）  情報機器（旧VDT）作業検診 

【内容】 

① 業務歴の調査 

② 既往症の調査 

③ 自覚症状の有無の調査 

     ア 眼疲労を主とする視器に関する症状 

   イ 上肢・頸肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状 

   ウ ストレスに関する症状 

④ 眼科学的検査 

ア 視力検査（5ｍ視力、50ｃｍ視力） 

イ その他医師が必要と認める検査 

⑤ 筋骨格系に関する検査 

ア 上肢の運動機能、圧痛点等の検査 

イ その他医師が必要と認める検査 

 

６ 受診見込み数(昨年度実績に基づく) 

（１）  一般健康診断    631名 

（２）  胃がん検診      166名 

（３）  大腸がん検診     405名 

（４）  肺がん検診        95名 

（５）  風しん抗体検査     74名 

（６）  情報機器作業検診   165名 

 

７ 健診結果について 

（１）   各健診ごとに医師が総合判断を行うこと。数値等の結果に異常がなくても自

覚症状がある場合は、内容に対するコメントをできる限り記載すること。個人宛

て健診結果通知書には、健診項目についての説明が記載されていること。 

 

 



 

 

８ その他 

（１）   平成17年4月1日付け「個人情報の保護に関する法律」が施行されたが、当該

健診は人事院規則に基づいて実施する健診であり、受診申込み時に健康診断

結果表を健康管理者あて提出することについて明記しているので、改めて同意

書は取らないこととする。 

（２）   問診・質問票、検診容器等については、千葉労働局 総務部総務課 総務係

又は各所属長宛てに直接送付すること。※「送付先一覧①」「送付先一覧②-情

報機器作業検診」参照のこと。 

（３）   健康診断結果票の提出について、受診者用は、「親展」扱いとし、千葉労働局

総務部総務課 総務係又は各所属長宛てに直接送付すること。（「送付先一覧

①」「送付先一覧②-情報機器作業検診」に記載のとおり） 

また、事業主用については、①全受診者分を紙媒体、②令和9年3月31日現在

40歳以上の全受診者を電子媒体によるデータ（国が示す電子的標準様式（XML

形式）に対応したもの）で、①及び②を可能な限り1ヶ月を目処に千葉労働局総

務部総務課 総務係宛てに提出すること（最終期限令和9年3月31日）。 

（４）   健診実施後、緊急連絡が必要な者がいた場合には、千葉労働局 総務部総

務課 総務係宛てに報告するとともに、求めに応じてデータを提出し必要に応じ

て紹介状を提出するものとする。 

（５）   胸部エックス線撮影においては、エックス線の漏洩、妊婦（妊娠の可能性のあ

る女性）に対する撮影時の放射線事故の予防を行なわなければならない。 

（６）   聴力検査は両耳を遮音できる機材を使用すること。 

（７）   健診実施中に発生した事故等については、事故の大小に関わらず責任をもっ

て対処すること。 

（８）   廃棄物の処理等については、衛生状態に配慮し必要な安全措置を講じ、事故

の防止に努めること。 

（９）   本契約については、一般定期健康診断、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん

検診、情報機器作業検診、及び風しん抗体検査それぞれの単価契約とする。た

だし、入札については全ての総額にて行うこととするので、入札書には見積もっ

たそれぞれの単価（税抜き）に予定人数を乗じた金額の総額を記載すること。 

（１０）   受診者数については、あくまでも見込み数であることから、実際の受診者

数と差異が生じた場合でも異議申立てはできない。 

（１１）   一般定期健康診断を受診しない者についても、情報機器作業検診のみ、

風しん抗体検査のみ、又は情報機器作業検診及び風しん抗体検査のみの受診

を可とすること。 

（１２）   契約締結後、契約書を作成し取り交わすものとする。 

（１３）   本仕様書に定めのない事項については、別途協議するものとする。 



 

 

 

９ 支払い 

（１）   代金の支払いは、全受診予定者の受診終了後、上記８（３）結果票の提出を

受けた後に千葉労働局検査職員の検査合格後に支払うものとする。 

（２）   代金の支払いは、検査合格後、適正な請求書を受理した翌日から30日以内

受託者指定の銀行口座に振込み支払うものとする。なお、請求書の宛名は「官

署支出官 千葉労働局長」と記載すること。 

 

１０ 再委託について 

（１）   業務実施に当たり、委託業務の全部を第三者（乙の子会社（会社法第２条第

３号に規定する子会社をいう。）を含む。）に委託することはできない。 

（２）   業務の一部について再委託する場合には、受託者はあらかじめ再委託先の

相手方の名称及び所在地、再委託する業務の範囲、再委託の必要性及び契約

金額について、様式1「再委託承認申請書」を作成し、千葉労働局総務部総務

課会計第二係へ申請し、承認を得ること。ただし、当該再委託金額が50万円未

満のときはこの限りではない。 

（３）   再委託先から更に第三者に委託が行われる場合は、履行体制を把握するた

めに、当該第三者の名称及び所在地、委託をする業務の範囲等を記載した様

式3「履行体制図」を提出すること。 

（４）   再委託又は履行体制について変更をするときは、速やかに様式2「再委託に

係る変更承認申請書」または様式4「履行体制図変更届出書」を提出し承認を

得ること。 

（５） 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。 



送付先（宛名）一覧①

問診・質問票等 本人用結果票

宛先（親展） 宛先（親展）

千葉労働局　総務部総務課

千葉労働局　総務部労働保険徴収課

千葉労働局　労働基準部監督課

千葉労働局　労働基準部健康安全課

千葉労働局　労働基準部賃金室

千葉労働局　労働基準部労災補償課

千葉労働局　職業安定部職業安定課

千葉労働局　職業安定部職業対策課

千葉労働局　職業安定部需給調整事業課

千葉労働局　職業安定部訓練課

千葉労働局　雇用環境均等室（企画）

千葉労働局　雇用環境均等室（指導）

千葉労働基準監督署 260-8506
千葉市中央区中央4-11-1
千葉第2地方合同庁舎　3階

043-308-0670 業務課長 署長 署長

茂原労働基準監督署 297-0018 茂原市萩原町3-20-3 0475-22-4551 監督課長 署長 署長

成田労働基準監督署 286-0134 成田市東和田553-4 0476-22-5666 監督課長 署長 署長

東金労働基準監督署 283-0005 東金市田間65 0475-52-4358 監督課長 署長 署長

千葉公共職業安定所 261-0001 千葉市美浜区幸町1-1-3 043-242-1181（51♯） 庶務課長 所長 所長

茂原公共職業安定所 297-0078
茂原市高師台1-5-1
茂原地方合同庁舎　1階

0475-25-8609 管理課長 所長 所長

茂原公共職業安定所いすみ出張所 298-0004 いすみ市大原8000-1 0470-62-3551 業務係 所長 所長

成田公共職業安定所 286-0036 成田市加良部3-4-2 0476-27-8609（51♯） 庶務課長 所長 所長

千葉南公共職業安定所 260-0842
千葉市中央区南町2-16-3
海気館蘇我駅前ビル　3･4階

043-300-8609（51♯） 庶務課長 所長 所長

※

名称区分 郵便番号

260-8612

担当者

総務係

電話番号所在地

千葉市中央区中央4-11-1
千葉第２地方合同庁舎
千葉労働局　総務部総務課

043-221-4311 総務係 総務係

※

千葉労働局各課室分については、各課室ごとに区分し、千葉労働局　総務部総務課　総務係宛てに全て送付すること。

事業主用の健康診断結果票については、①全受診者分を紙媒体、②令和9年3月31日現在40歳以上の全受診者を電子媒体によるデータ（国が示す電
子的標準様式（XML形式）に対応したもの）で、①及び②を可能な限り1ヶ月を目処に千葉労働局総務課総務係あて提出すること（最終期限令和9年
3月31日）。

千
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所



送付先（宛名）一覧②-情報機器作業検診

問診・質問票宛先 本人用結果票

（非常勤職員用） 宛先（親展）

銚子労働基準監督署 288-0041
銚子市中央町8-16
銚子総合労働庁舎

0479-22-8100 監督課長 署長 署長

船橋労働基準監督署 273-0022 船橋市海神町2-3-13 047-431-0181 業務課長 署長 署長

柏労働基準監督署 277-0021
柏市中央町3-2
TLR柏ビル　3階

04-7163-0245 業務課長 署長 署長

木更津労働基準監督署 292-0831
木更津市富士見2-4-14
木更津地方合同庁舎　3階

0438-80-2828 業務課長 署長 署長

銚子公共職業安定所 288-0041
銚子市中央町8-16
銚子総合労働庁舎

0479-22-7406 庶務課長 所長 所長

市川公共職業安定所 272-8543 市川市南八幡5-11-21 047-370-8609(51#) 庶務課長 所長 所長

館山公共職業安定所 294-0047 館山市八幡815-2 0470-22-2236 管理課長 所長 所長

木更津公共職業安定所 292-0831
木更津市富士見1-2-1
スパークルシティ木更津ビル　5階

0438-25-8609(51#) 庶務課長 所長 所長

佐原公共職業安定所 287-0002 香取市北1-3-2 0478-55-1132 管理課長 所長 所長

松戸公共職業安定所 271-0092
松戸市松戸1307-1
松戸ビル　3階

047-367-8609(51#) 庶務課長 所長 所長

松戸公共職業安定所野田出張所 278-0027 野田市みずき2-6-1 04-7124-4181 業務係 所長 所長

船橋公共職業安定所 273-0011 船橋市湊町2-10-17 047-431-8287(51#) 庶務課長 所長 所長

※
事業主の健康診断結果票は、①全受診者分を紙媒体、②令和9年3月31日現在40歳以上の全受診者を電子媒体によるデータ（国が示す電子的標準様式（XML形
式）に対応したもの）で、①及び②を可能な限り1ヶ月を目処に千葉労働局　総務部総務課　総務係宛てに提出すること（最終期限令和9年3月31日）。

労
働
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準
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督
署

公
共
職
業
安
定
所

担当者名称区分 電話番号所在地郵便番号



別紙 1 

 

（通報窓口の周知） 

・厚生労働省では、受注業者の社員等からの通報を受け付ける専用窓口を設置

しているので、以下の内容を社内で説明・周知するとともに、説明・周知し

た結果を別紙 2「通報窓口の周知完了報告書」を参考にし、書面により千葉

労働局に報告すること。 

 

 

 

厚生労働省では、契約の適正な履行の確保を目的として、受注業者に契約違

反などがある場合に、受注業者の社員等からの通報を受け付けることができ

るよう専用窓口を設置しています。 

今般、貴社との契約を締結しましたので、当該契約について、今後、不適正

な業務の実施が確認された場合又は疑われる場合がありましたら、次の専用

窓口までご連絡ください。 

 

（通報窓口） 厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室 

（１）書面（郵送）の場合 

  〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2 

  厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室 宛 

（２）FAX の場合 

厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室 

  03-3595-2121 

（３）メールの場合 

   keiyaku-tsuho@mhlw.go.jp（専用メールアドレス） 

 



別紙 2 

 

令和  年  月  日 

 

 

支出負担行為担当官 

千葉労働局総務部長 殿 

 

                    受託者名   

 

 

通報窓口の周知完了報告書 

 

 

当社が千葉労働局と契約しました「(契約件名を記載)」の実施に当たり、厚

生労働省では、受託業者が契約に違反した場合、受注業者の社員等から通報を

受け付ける専用窓口を設置していることを、以下のとおり当社社員へ周知しま

したので、報告いたします。 

 

 

【周知方法】 

（掲示板への掲示、メール等、周知の方法を具体的に記載すること。） 

 

 

 

 

【周知内容】 

（周知した内容を具体的に記載すること。） 

 

 



厚生労働省では、契約の適正な履行の確保を目的
として、受注業者が厚生労働省との契約に違反す
る行為を行っている場合に、受注業者の社員等か
らの通報を受け付けることができるよう省内に専
用窓口を設置しています。

〒100-8916 東京都千代田区霞が関１-２-２
厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室 宛郵 送

厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室
０３－３５９５－２１２１ＦＡＸ

keiyaku-tsuho@mhlw.go.jpメール

※通報窓口は、通報の受付に際して、通報者が特定されないこと、通
報者が不利益を被らないこと、通報者の個人情報を保護することな
どについて、十分に配慮いたします。

終了後破棄しなけ
ればならないデータ
を、破棄せず社内に
保管している・・・

承認を受けずに、業
務の一部を別の業
者に再委託してい
る・・・



様式 1 

令和  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

 千葉労働局総務部長 殿 

 

 

                        所在地： 

                        名 称： 

                        代表者氏名：          

 

 

再 委 託 承 認 申 請 書 

 

標記について、下記のとおり申請いたします。 

 

記 

 

件名「令和 8 年度 定期健康診断（施設健診・千葉地域）及び情報機器作業検診業務委託」 

 

 

  １ 再委託業者名称    ： 

 

  ２ 再委託業者所在地   ： 

 

  ３ 再委託の業務範囲   ： 

 

 

 

  ４ 再委託金額      ： 

 

  ５ 再委託を行う合理的理由： 

 

 

 

  ６ その他必要と認められる事項 

 

 

 



様式 2 

令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

千葉労働局総務部長 殿 

 

 

所在地： 

                        名 称： 

                        代表者氏名：          

 

 

 

再委託に係る変更承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 
 
 
１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所 
 
 
 
２．変更後の事業者の業務の範囲 
 
 
 
３．変更する理由 
 
 
 
４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力 
 
 
 
５．契約金額 
 
 
 
６．その他必要と認められる事項   



様式 3 

令和  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

 千葉労働局総務部長 殿 

 

 

                        所在地： 

                        名 称： 

                        代表者氏名：          

 

 

履行体制図 

 

 標記について、履行体制について下記のとおり提出いたします。 

 

記 

 

件名「令和 8 年度 定期健康診断（施設健診・千葉地域）及び情報機器作業検診業務委託」 

 

 事業者名称 所在地 契約金額 業務の範囲 

Ａ     

Ｂ     

Ｃ     

Ｄ     

 

 

委託者  事業者Ａ  事業者Ｂ 

 

 

事業者Ｃ  事業者Ｄ 

 

 



                                                                          様式 4

            令和  年  月  日 

 

 

支出負担行為担当官 

千葉労働局総務部長 殿 

 

 

                                                所在地： 

                        名 称： 

                        代表者氏名：          

 

 

 

履行体制図変更届出書 

 

 

標記について、履行体制の変更について下記のとおり届け出します。 

 

 

記 

 

 

１．契約件名「令和 8 年度 定期健康診断（施設健診・千葉地域）及び情報機器作業検診業務 

委託」 

 

２．変更の内容 

 

 

３．変更後の体制図 

 

   

委託者  事業者Ａ  事業者Ｂ 

 

 

事業者Ｃ  事業者Ｄ 

 


